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地域公共交通確保維持改善事業（西畑線国庫補助金）の事業評価について 

 

  生活交通ネットワーク計画に位置付けられた補助対象事業（コミュニティバス西畑線運行）について、事業の実施状況の確認、目的達成

状況等の評価を行うことによって、補助対象事業がより効果的、効率的に推進されることを目的に実施。 
  平成 23 年 6 月に提出した平成 24 年度計画においては、西畑線運行の目標・効果を「５ヶ町（藤尾、大門、小倉寺、鬼取、西畑）の生

活交通の確保」及び「５ヶ町地域の活性化」としている。 

 


